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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、前記車両の安全走行を支援する支援装置であって、
　当該支援装置が搭載された第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交
差する第２の道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信
号機の有無、および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示
す優先情報を表示する地図情報を保持する保持手段と、
　前記第１の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両の進行方向に
存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達したこと
を検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および直進のい
ずれかを示す進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が起こし得る事
故の種類を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にとって最も危険
な危険車両を特定する特定手段と、
　前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運転者に警告す
る警告手段とを備え、
　前記判定手段は、前記進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が前
記最も近い交差点で右折しようとしていることを検知すると、前記第１の車両が起こし得
る事故を右折事故と判定し、
　前記特定手段は、前記第１の車両が起こし得る事故が右折事故であると判定されると、
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前記第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知
し、前記第２の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第２の車両が前記最も
近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、前記第１の車両の進
行方向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が９０度よりも大きく、かつ、２７０度
よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報および前記地図情報に
基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の前方から前記最も近い交差点へ移動している
ことを検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、支援装置。
【請求項２】
　車両に搭載され、前記車両の安全走行を支援する支援装置であって、
　当該支援装置が搭載された第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交
差する第２の道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信
号機の有無、および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示
す優先情報を表示する地図情報を保持する保持手段と、
　前記第１の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両の進行方向に
存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達したこと
を検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および直進のい
ずれかを示す進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が起こし得る事
故の種類を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にとって最も危険
な危険車両を特定する特定手段と、
　前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運転者に警告す
る警告手段とを備え、
　前記判定手段は、前記地図情報に基づいて前記第２の道路の優先度が前記第１の道路の
優先度以上であることを検知し、前記地図情報に基づいて前記最も近い交差点に信号機が
無いことを検知し、前記進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が前
記最も近い交差点を直進しようとしていることを検知すると、前記第１の車両が起こし得
る事故を出会い頭事故と判定し、
　前記特定手段は、前記第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故であると判定される
と、前記第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを
検知し、前記第２の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第２の車両が前記
最も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、前記第１の車両
の進行方向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０
度よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報および前記地図情報
に基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の右側から前記最も近い交差点へ移動してい
ることを検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、支援装置。
【請求項３】
　車両に搭載され、前記車両の安全走行を支援する支援装置であって、
　当該支援装置が搭載された第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交
差する第２の道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信
号機の有無、および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示
す優先情報を表示する地図情報を保持する保持手段と、
　前記第１の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両の進行方向に
存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達したこと
を検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および直進のい
ずれかを示す進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が起こし得る事
故の種類を判定する判定手段と、
　前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にとって最も危険
な危険車両を特定する特定手段と、
　前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運転者に警告す
る警告手段とを備え、
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　前記判定手段は、前記地図情報に基づいて前記第２の道路の優先度が前記第１の道路の
優先度以上であることを検知し、前記地図情報に基づいて前記最も近い交差点に信号機が
無いことを検知し、前記進行方向情報および前記地図情報に基づいて前記第１の車両が前
記最も近い交差点を左折しようとしていることを検知すると、前記第１の車両が起こし得
る事故を出会い頭事故または左折事故と判定し、
　前記特定手段は、前記第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故または左折事故であ
ると判定されると、
　前記第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検
知し、前記第２の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第２の車両が前記最
も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、前記第１の車両の
進行方向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０度
よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報および前記地図情報に
基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の右側から前記最も近い交差点へ移動している
ことを検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定し、
　車両の種類を識別する車両識別情報に基づいて前記第２の車両が自動二輪車であること
を検知し、前記第１および第２の車両の位置情報に基づいて前記第１の車両と前記第２の
車両との距離が第３の基準距離以下であることを検知し、前記第１および第２の車両の進
行方向に基づいて前記第１の車両の進行方向と前記第２の進行方向との成す角度の絶対値
が９０度よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報と前記地図情
報とに基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の後方に存在していることを検知すると
、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、支援装置。
【請求項４】
　前記警告手段は、前記第２の車両が前記最も近い交差点を通過するまでの予測時間に基
づいて危険度を演算し、その演算した危険度が大きいほど間隔の狭い音によって前記危険
車両の存在を前記運転者に警告する、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の支援
装置。
【請求項５】
　車両の安全走行の支援をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　判定手段が、第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交差する第２の
道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信号機の有無、
および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示す優先情報を
表示する地図情報を保持するメモリから前記地図情報を読み出し、その読み出した地図情
報と、受付手段が受け付けた前記第１の車両の位置情報とに基づいて前記第１の車両の進
行方向に存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達
したことを検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および
直進のいずれかを示す進行方向情報をメモリから読み出し、その読み出した進行方向情報
と前記地図情報とに基づいて前記第１の車両が起こし得る事故の種類を判定する第１のス
テップと、
　特定手段が、前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にと
って最も危険な危険車両を特定する第２のステップと、
　警告手段が、前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運
転者に警告する第３のステップとをコンピュータに実行させ、
　前記判定手段は、前記第１のステップにおいて、前記進行方向情報および前記地図情報
に基づいて前記第１の車両が前記最も近い交差点で右折しようとしていることを検知する
と、前記第１の車両が起こし得る事故を右折事故と判定し、
　前記特定手段は、前記第１のステップにおいて、前記第１の車両が起こし得る事故が右
折事故であると判定されると、第２のステップにおいて、前記第２の道路を走行している
第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知し、前記受付手段が受け付けた
前記第２の車両の位置情報および前記地図情報に基づいて前記第２の車両が前記最も近い
交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、前記第１の車両の進行方
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向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が９０度よりも大きく、かつ、２７０度より
も小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報および前記地図情報に基づ
いて前記第２の車両が前記第１の車両の前方から前記最も近い交差点へ移動していること
を検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、コンピュータに実行させるた
めのプログラム。
【請求項６】
　車両の安全走行の支援をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　判定手段が、第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交差する第２の
道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信号機の有無、
および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示す優先情報を
表示する地図情報を保持するメモリから前記地図情報を読み出し、その読み出した地図情
報と、受付手段が受け付けた前記第１の車両の位置情報とに基づいて前記第１の車両の進
行方向に存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達
したことを検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および
直進のいずれかを示す進行方向情報をメモリから読み出し、その読み出した進行方向情報
と前記地図情報とに基づいて前記第１の車両が起こし得る事故の種類を判定する第１のス
テップと、
　特定手段が、前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にと
って最も危険な危険車両を特定する第２のステップと、
　警告手段が、前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運
転者に警告する第３のステップとをコンピュータに実行させ、
　前記判定手段は、前記第１のステップにおいて、前記地図情報に基づいて前記第２の道
路の優先度が前記第１の道路の優先度以上であることを検知し、前記地図情報に基づいて
前記最も近い交差点に信号機が無いことを検知し、前記受付手段が受け付けた前記進行方
向情報と、前記地図情報とに基づいて前記第１の車両が前記最も近い交差点を直進しよう
としていることを検知すると、前記第１の車両が起こし得る事故を出会い頭事故と判定し
、
　前記特定手段は、前記第１のステップにおいて、前記第１の車両が起こし得る事故が出
会い頭事故であると判定されると、前記第２のステップにおいて、前記第２の道路を走行
している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知し、前記受付手段が受
け付けた前記第２の車両の位置情報と、前記地図情報とに基づいて前記第２の車両が前記
最も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、前記第１の車両
の進行方向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０
度よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報および前記地図情報
に基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の右側から前記最も近い交差点へ移動してい
ることを検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、コンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【請求項７】
　車両の安全走行の支援をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　判定手段が、第１の車両が走行している第１の道路、前記第１の道路に交差する第２の
道路、前記第１の道路と前記第２の道路との交差点、前記交差点における信号機の有無、
および前記第１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示す優先情報を
表示する地図情報を保持するメモリから前記地図情報を読み出し、その読み出した地図情
報と、受付手段が受け付けた前記第１の車両の位置情報とに基づいて前記第１の車両の進
行方向に存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に前記第１の車両が到達
したことを検知すると、前記最も近い交差点における前記第１の車両の右折、左折および
直進のいずれかを示す進行方向情報をメモリから読み出し、その読み出した進行方向情報
と前記地図情報とに基づいて前記第１の車両が起こし得る事故の種類を判定する第１のス
テップと、
　特定手段が、前記判定手段によって判定された事故の種類に応じて前記第１の車両にと
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って最も危険な危険車両を特定する第２のステップと、
　警告手段が、前記特定手段によって前記危険車両が特定されると、前記第１の車両の運
転者に警告する第３のステップとをコンピュータに実行させ、
　前記判定手段は、前記第１のステップにおいて、前記地図情報に基づいて前記第２の道
路の優先度が前記第１の道路の優先度以上であることを検知し、前記地図情報に基づいて
前記最も近い交差点に信号機が無いことを検知し、前記受付手段が受け付けた前記進行方
向情報と、前記地図情報とに基づいて前記第１の車両が前記最も近い交差点を左折しよう
としていることを検知すると、前記第１の車両が起こし得る事故を出会い頭事故または左
折事故と判定し、
　前記特定手段は、前記第１のステップにおいて、前記第１の車両が起こし得る事故が出
会い頭事故または左折事故であると判定されると、前記第２のステップにおいて、前記第
２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知し、前
記受付手段が受け付けた前記第２の車両の位置情報と、前記地図情報とに基づいて前記第
２の車両が前記最も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、
前記第１の車両の進行方向と前記第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく
、かつ、１８０度よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報およ
び前記地図情報に基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の右側から前記最も近い交差
点へ移動していることを検知すると、前記第２の車両を前記危険車両と特定し、
　車両の種類を識別する車両識別情報に基づいて前記第２の車両が自動二輪車であること
を検知し、前記第１および第２の車両の位置情報に基づいて前記第１の車両と前記第２の
車両との距離が第３の基準距離以下であることを検知し、前記第１および第２の車両の進
行方向に基づいて前記第１の車両の進行方向と前記第２の進行方向との成す角度の絶対値
が９０度よりも小さいことを検知し、前記第１および第２の車両の位置情報と前記地図情
報とに基づいて前記第２の車両が前記第１の車両の後方に存在していることを検知すると
、前記第２の車両を前記危険車両と特定する、コンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
【請求項８】
　前記警告手段は、前記第３のステップにおいて、前記第２の車両が前記最も近い交差点
を通過するまでの予測時間に基づいて危険度を演算し、その演算した危険度が大きいほど
間隔の狭い音声によって前記危険車両の存在を前記運転者に警告する、請求項５から請求
項７のいずれか１項に記載のコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　請求項５から請求項８のいずれか１項に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の安全走行を支援する支援装置、それにおける安全走行の支援をコン
ピュータに実行させるためのプログラムおよびそのプログラムを記録したコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両用衝突予防安全装置が知られている（特許文献１）。この車両用衝突予防安
全装置は、所定接近車両検知手段と、判定手段と、衝突回避制御部とを備える。
【０００３】
　所定接近車両検知手段は、車両用衝突予防安全装置が搭載された自車両の進行方向に存
在する交差点に自車両の進行方向と交差する方向から交差点に接近する所定接近車両を検
知する。
【０００４】
　そして、判定手段は、所定接近車両検知手段によって検知された所定接近車両について
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、衝突危険性に関する所定の判定を行なう。より具体的には、判定手段は、自車両が交差
点に到達するタイミングと所定接近車両が交差点に到達するタイミングとが合致する場合
において、自車両および所定接近車両の速度変化に基づいて、自車両および所定接近車両
の両方が制動の意思がないことを検知すると、衝突危険性が高いと判定する。そして、判
定手段は、衝突危険性が高いことを衝突回避制御部へ知らせる。
【０００５】
　そうすると、衝突回避制御部は、音声によって衝突の危険性が高いことを自車両の運転
者に警告する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１９７７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載された車両用衝突予防安全装置においては、右折事故、左折
事故および出会い頭事故等の事故の種類に応じて危険車両を特定することが困難である。
【０００８】
　そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定することができる支援装置を提供す
ることである。
【０００９】
　また、この発明の別の目的は、車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定す
ることができる支援装置における安全走行の支援をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムを提供することである。
【００１０】
　更に、この発明の別の目的は、車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定す
ることができる支援装置における安全走行の支援をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明によれば、支援装置は、車両に搭載され、車両の安全走行を支援する支援装置
であって、保持手段と、判定手段と、特定手段と、警告手段とを備える。保持手段は、当
該支援装置が搭載された第１の車両が走行している第１の道路、第１の道路に交差する第
２の道路、第１の道路と第２の道路との交差点、交差点における信号機の有無、および第
１および第２の道路のうち、いずれの道路が優先であるかを示す優先情報を表示する地図
情報を保持する。判定手段は、第１の車両の位置情報および地図情報に基づいて第１の車
両の進行方向に存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下の位置に第１の車両が到
達したことを検知すると、最も近い交差点における第１の車両の右折、左折および直進の
いずれかを示す進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が起こし得る事故の種
類を判定する。特定手段は、判定手段によって判定された事故の種類に応じて第１の車両
にとって最も危険な危険車両を特定する。警告手段は、特定手段によって危険車両が特定
されると、第１の車両の運転者に警告する。
【００１２】
　好ましくは、判定手段は、進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が最も近
い交差点で右折しようとしていることを検知すると、第１の車両が起こし得る事故を右折
事故と判定する。特定手段は、第１の車両が起こし得る事故が右折事故であると判定され
ると、第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検
知し、第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が最も近い交差点から
第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、第１の車両の進行方向と第２の車両
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の進行方向との成す角度が９０度よりも大きく、かつ、２７０度よりも小さいことを検知
し、第１および第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が第１の車両
の前方から最も近い交差点へ移動していることを検知すると、第２の車両を危険車両と特
定する。
【００１３】
　好ましくは、判定手段は、地図情報に基づいて第２の道路の優先度が第１の道路の優先
度以上であることを検知し、地図情報に基づいて最も近い交差点に信号機が無いことを検
知し、進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が最も近い交差点を直進しよう
としていることを検知すると、第１の車両が起こし得る事故を出会い頭事故と判定する。
特定手段は、第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故であると判定されると、第２の
道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知し、第２の
車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が最も近い交差点から第２の基準距
離以下の位置に到達したことを検知し、第１の車両の進行方向と第２の車両の進行方向と
の成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０度よりも小さいことを検知し、第１および
第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が第１の車両の右側から最も
近い交差点へ移動していることを検知すると、第２の車両を危険車両と特定する。
【００１４】
　好ましくは、判定手段は、地図情報に基づいて最も近い交差点に信号機が無いことを検
知し、進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が左折しようとしていることを
検知すると、第１の車両が起こし得る事故を左折事故と判定する。特定手段は、第１の車
両が起こし得る事故が左折事故であると判定されると、車両の種類を識別する車両識別情
報に基づいて第２の車両が自動二輪車であることを検知し、第１および第２の車両の位置
情報に基づいて第１の車両と第２の車両との距離が第２の基準距離以下であることを検知
し、第１および第２の車両の進行方向に基づいて第１の車両の進行方向と第２の進行方向
との成す角度の絶対値が９０度よりも小さいことを検知し、第１および第２の車両の位置
情報と地図情報とに基づいて第２の車両が第１の車両の後方に存在していることを検知す
ると、第２の車両を危険車両と特定する。
【００１５】
　好ましくは、判定手段は、地図情報に基づいて第２の道路の優先度が第１の道路の優先
度以上であることを検知し、地図情報に基づいて最も近い交差点に信号機が無いことを検
知し、進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が最も近い交差点を左折しよう
としていることを検知すると、第１の車両が起こし得る事故を出会い頭事故または左折事
故と判定する。特定手段は、第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故または左折事故
であると判定されると、第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以
上であることを検知し、第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が最
も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、第１の車両の進行
方向と第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０度よりも小
さいことを検知し、第１および第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車
両が第１の車両の右側から最も近い交差点へ移動していることを検知すると、第２の車両
を危険車両と特定する。また、特定手段は、車両の種類を識別する車両識別情報に基づい
て第２の車両が自動二輪車であることを検知し、第１および第２の車両の位置情報に基づ
いて第１の車両と第２の車両との距離が第３の基準距離以下であることを検知し、第１お
よび第２の車両の進行方向に基づいて第１の車両の進行方向と第２の進行方向との成す角
度の絶対値が９０度よりも小さいことを検知し、第１および第２の車両の位置情報と地図
情報とに基づいて第２の車両が第１の車両の後方に存在していることを検知すると、第２
の車両を危険車両と特定する。
【００１６】
　好ましくは、警告手段は、第２の車両が最も近い交差点を通過するまでの予測時間に基
づいて危険度を演算し、その演算した危険度が大きいほど間隔の狭い音によって危険車両
の存在を運転者に警告する。
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【００１７】
　また、この発明によれば、コンピュータに実行させるためのプログラムは、車両の安全
走行の支援をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、判定手段が、第１の
車両が走行している第１の道路、第１の道路に交差する第２の道路、第１の道路と第２の
道路との交差点、交差点における信号機の有無、および第１および第２の道路のうち、い
ずれの道路が優先であるかを示す優先情報を表示する地図情報を保持するメモリから地図
情報を読み出し、その読み出した地図情報と、受付手段が受け付けた第１の車両の位置情
報とに基づいて第１の車両の進行方向に存在する最も近い交差点から第１の基準距離以下
の位置に第１の車両が到達したことを検知すると、最も近い交差点における第１の車両の
右折、左折および直進のいずれかを示す進行方向情報をメモリから読み出し、その読み出
した進行方向情報と地図情報とに基づいて第１の車両が起こし得る事故の種類を判定する
第１のステップと、特定手段が、判定手段によって判定された事故の種類に応じて第１の
車両にとって最も危険な危険車両を特定する第２のステップと、警告手段が、特定手段に
よって危険車両が特定されると、第１の車両の運転者に警告する第３のステップとをコン
ピュータに実行させるためのプログラムである。
【００１８】
　好ましくは、判定手段は、第１のステップにおいて、進行方向情報および地図情報に基
づいて第１の車両が最も近い交差点で右折しようとしていることを検知すると、第１の車
両が起こし得る事故を右折事故と判定する。特定手段は、第１のステップにおいて、第１
の車両が起こし得る事故が右折事故であると判定されると、第２のステップにおいて、第
２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検知し、受
付手段が受け付けた第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両が最も近
い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、第１の車両の進行方向
と第２の車両の進行方向との成す角度が９０度よりも大きく、かつ、２７０度よりも小さ
いことを検知し、第１および第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２の車両
が第１の車両の前方から最も近い交差点へ移動していることを検知すると、第２の車両を
危険車両と特定する。
【００１９】
　好ましくは、判定手段は、第１のステップにおいて、地図情報に基づいて第２の道路の
優先度が第１の道路の優先度以上であることを検知し、地図情報に基づいて最も近い交差
点に信号機が無いことを検知し、受付手段が受け付けた進行方向情報と、地図情報とに基
づいて第１の車両が最も近い交差点を直進しようとしていることを検知すると、第１の車
両が起こし得る事故を出会い頭事故と判定する。特定手段は、第１のステップにおいて、
第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故であると判定されると、第２のステップにお
いて、第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１の基準速度以上であることを検
知し、受付手段が受け付けた第２の車両の位置情報と、地図情報とに基づいて第２の車両
が最も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達したことを検知し、第１の車両の
進行方向と第２の車両の進行方向との成す角度が０度よりも大きく、かつ、１８０度より
も小さいことを検知し、第１および第２の車両の位置情報および地図情報に基づいて第２
の車両が第１の車両の右側から最も近い交差点へ移動していることを検知すると、第２の
車両を危険車両と特定する。
【００２０】
　好ましくは、判定手段は、第１のステップにおいて、地図情報に基づいて最も近い交差
点に信号機が無いことを検知し、進行方向情報および地図情報に基づいて第１の車両が左
折しようとしていることを検知すると、第１の車両が起こし得る事故を左折事故と判定す
る。特定手段は、第１のステップにおいて、第１の車両が起こし得る事故が左折事故であ
ると判定されると、第２のステップにおいて、車両の種類を識別する車両識別情報に基づ
いて第２の車両が自動二輪車であることを検知し、第１および第２の車両の位置情報に基
づいて第１の車両と第２の車両との距離が第２の基準距離以下であることを検知し、第１
および第２の車両の進行方向に基づいて第１の車両の進行方向と第２の進行方向との成す
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角度の絶対値が９０度よりも小さいことを検知し、受付手段が受け付けた第１および第２
の車両の位置情報と、地図情報とに基づいて第２の車両が第１の車両の後方に存在してい
ることを検知すると、第２の車両を危険車両と特定する。
【００２１】
　好ましくは、判定手段は、第１のステップにおいて、地図情報に基づいて第２の道路の
優先度が第１の道路の優先度以上であることを検知し、地図情報に基づいて最も近い交差
点に信号機が無いことを検知し、受付手段が受け付けた進行方向情報と、地図情報とに基
づいて第１の車両が最も近い交差点を左折しようとしていることを検知すると、第１の車
両が起こし得る事故を出会い頭事故または左折事故と判定する。特定手段は、第１のステ
ップにおいて、第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故または左折事故であると判定
されると、第２のステップにおいて、第２の道路を走行している第２の車両の速度が第１
の基準速度以上であることを検知し、受付手段が受け付けた第２の車両の位置情報と、地
図情報とに基づいて第２の車両が最も近い交差点から第２の基準距離以下の位置に到達し
たことを検知し、第１の車両の進行方向と第２の車両の進行方向との成す角度が０度より
も大きく、かつ、１８０度よりも小さいことを検知し、第１および第２の車両の位置情報
および地図情報に基づいて第２の車両が第１の車両の右側から最も近い交差点へ移動して
いることを検知すると、第２の車両を危険車両と特定する。また、特定手段は、第１のス
テップにおいて、第１の車両が起こし得る事故が出会い頭事故または左折事故であると判
定されると、第２のステップにおいて、車両の種類を識別する車両識別情報に基づいて第
２の車両が自動二輪車であることを検知し、第１および第２の車両の位置情報に基づいて
第１の車両と第２の車両との距離が第３の基準距離以下であることを検知し、第１および
第２の車両の進行方向に基づいて第１の車両の進行方向と第２の進行方向との成す角度の
絶対値が９０度よりも小さいことを検知し、第１および第２の車両の位置情報と地図情報
とに基づいて第２の車両が第１の車両の後方に存在していることを検知すると、第２の車
両を危険車両と特定する。
【００２２】
　好ましくは、警告手段は、第３のステップにおいて、第２の車両が最も近い交差点を通
過するまでの予測時間に基づいて危険度を演算し、その演算した危険度が大きいほど間隔
の狭い音声によって危険車両の存在を運転者に警告する。
【００２３】
　更に、この発明によれば、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、請求項７から請求
項１２のいずれか１項に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体である。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、支援装置は、自己が搭載された車両が起こし得る事故の種類を判定
し、その判定した事故の種類に応じた危険車両を特定する。そして、支援装置は、危険車
両を特定すると、自己が搭載された車両の運転者に警告する。
【００２５】
　従って、この発明によれば、車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この発明の実施の形態による支援装置の構成を示す概略図である。
【図２】事故の種類を判定する判定方法を説明するための図である。
【図３】警告方法の第１の具体例を示す図である。
【図４】警告方法の第２の具体例を示す図である。
【図５】危険車両の危険度を示す概念図である。
【図６】図１に示す支援装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図６に示すフローチャートのステップＳ１の詳細な動作を説明するためのフロー
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チャートである。
【図８】図６に示すフローチャートのステップＳ３の詳細な動作を説明するためのフロー
チャートである。
【図９】自車両が起こし得る事故の種類が右折事故であると判定された場合の危険車両の
特定を示す概念図である。
【図１０】図６に示すフローチャートのステップＳ７の詳細な動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１１】自車両が起こし得る事故の種類が左折事故であると判定された場合の危険車両
の特定を示す概念図である。
【図１２】図６に示すフローチャートのステップＳ８の詳細な動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１３】自車両が起こし得る事故の種類が出会い頭事故であると判定された場合の危険
車両の特定を示す概念図である。
【図１４】コンピュータの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２８】
　図１は、この発明の実施の形態による支援装置の構成を示す概略図である。図１を参照
して、この発明の実施の形態による支援装置１０は、判定手段１と、保持手段２と、特定
手段３と、警告手段４とを備える。
【００２９】
　支援装置１０は、無線装置２０に接続される。無線装置２０は、アンテナ２１と、送受
信手段２２と、情報生成手段２３と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）受信機２４とを備える。
【００３０】
　支援装置１０および無線装置２０は、車両に搭載される。なお、この発明の実施の形態
においては、車両は、四輪車に限らず、オートバイク等の自動二輪車も含む。
【００３１】
　送受信手段２２は、他の車両に搭載された無線装置２０から他の車両の位置情報を含む
パケットをアンテナ２１を介して受信する。そして、送受信手段２２は、その受信したパ
ケットから他の車両の位置情報を取り出し、その取り出した位置情報を支援装置１０の特
定手段３および警告手段４へ出力する。
【００３２】
　また、送受信手段２２は、無線装置２０が搭載された車両の位置情報を含むパケットを
情報生成手段２３から受け、その受けたパケットをアンテナ２１を介して送信する。
【００３３】
　情報生成手段２３は、ＧＰＳ信号をＧＰＳ受信機２４から受け、その受けたＧＰＳ信号
に基づいて、無線装置２０が搭載された車両の位置（ｘ－ｙ座標からなる）、速度、およ
び進行方向を検出する。そして、情報生成手段２３は、無線装置２０が搭載された車両の
種類を識別する車両識別情報を予め保持しており、車両識別情報、位置、速度および進行
方向を含む位置情報を生成する。そうすると、情報生成手段２３は、その生成した位置情
報を含むパケットを生成し、その生成したパケットを送受信手段２２へ出力する。
【００３４】
　また、情報生成手段２３は、その生成した位置情報を支援装置１０の判定手段１および
特定手段３へ出力する。
【００３５】
　ＧＰＳ受信機２４は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信し、その受信したＧＰＳ信号を
情報生成手段２３へ出力する。
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【００３６】
　支援装置１０の判定手段１は、支援装置１０が搭載された車両からウィンカー信号を受
け、無線装置２０の情報生成手段２３から位置情報を受ける。また、判定手段１は、地図
情報を保持手段２から読み出す。そうすると、判定手段１は、ウィンカー信号、位置情報
および地図情報に基づいて、後述する方法によって、支援装置１０が搭載された車両が起
こし得る事故の種類を判定する。そして、判定手段１は、その判定した事故の種類を特定
手段３へ出力する。
【００３７】
　保持手段２は、地図情報を保持する。この地図情報は、車両が走行する道路と、２以上
の道路が交差する交差点と、交差点における信号機の有無と、交差する２以上の道路のう
ち、どの道路が優先するかを示す優先情報とを含む。そして、優先情報は、２つの道路が
交差する場合、一旦停止のマークの有無からなる。この場合、一旦停止のマークが有る道
路の優先度は、一旦停止のマークの無い道路の優先度よりも低い。
【００３８】
　特定手段３は、無線装置２０の送受信手段２２および情報生成手段２３から位置情報を
受け、判定手段１から事故の種類を受ける。また、特定手段３は、保持手段２から地図情
報を読み出す。そうすると、特定手段３は、事故の種類、地図情報および位置情報に基づ
いて、後述する方法によって、事故の種類に応じて危険車両を特定し、その特定した危険
車両を警告手段４へ出力する。
【００３９】
　警告手段４は、特定手段３から危険車両を受け、無線装置２０の送受信手段２２から位
置情報を受ける。また、警告手段４は、地図情報を保持手段２から読み出す。そうすると
、警告手段４は、危険車両、位置情報および地図情報に基づいて、後述する方法によって
、支援装置１０が搭載された車両の運転者に警告する。
【００４０】
　事故の種類を判定する方法について説明する。図２は、事故の種類を判定する判定方法
を説明するための図である。図２を参照して、道路Ｒ１は、道路Ｒ２と交差しており、交
差点ＣＲＯＳＳが存在する。
【００４１】
　車両ＣＡ１は、道路Ｒ１を交差点ＣＲＯＳＳに向かって走行している。車両ＣＡ２は、
車両ＣＡ１の右側から道路Ｒ２を交差点ＣＲＯＳＳへ向かって走行している。車両ＣＡ３
は、車両ＣＡ１の反対方向から道路Ｒ１を交差点ＣＲＯＳＳへ向かって走行している。車
両ＣＡ４は、車両ＣＡ１の後方を交差点ＣＲＯＳＳへ向かって走行している。
【００４２】
　車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０のＧＰＳ受信機２４は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信
号ＧＰＳ１を受信し、その受信したＧＳＰ信号ＧＰＳ１を情報生成手段２３へ出力する。
【００４３】
　車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の情報生成手段２３は、ＧＰＳ信号ＧＰＳ１に基
づいて、公知の方法によって、ｘ－ｙ座標からなる車両ＣＡ１の位置［ｘ１，ｙ１］を演
算するとともに、ＧＰＳ信号ＧＰＳ１から車両ＣＡ１の速度ｖ１および車両ＣＡ１の進行
方向α１を検出する。
【００４４】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の情報生成手段２３は、車両ＣＡ１の種
類を識別する車両識別情報ＤＩＦ１（＝四輪車）を予め保持しており、車両識別情報ＤＩ
Ｆ１、位置［ｘ１，ｙ１］、速度ｖ１および進行方向α１からなる位置情報ＰＳ１を生成
し、その生成した位置情報ＰＳ１を含むパケットＰＫＴ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１］
／ｖ１／α１］を生成する。
【００４５】
　そうすると、車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の情報生成手段２３は、その生成し
たパケットＰＫＴ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１］／ｖ１／α１］を送受信手段２２へ出
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力し、送受信手段２２は、パケットＰＫＴ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１］／ｖ１／α１
］をアンテナ２１を介して送信する。そして、車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の情
報生成手段２３は、位置情報ＰＳ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１］／ｖ１／α１］を車両
ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１および特定手段３へ出力する。
【００４６】
　車両ＣＡ２に搭載された無線装置２０は、同様にして、車両ＣＡ２の位置情報ＰＳ２＝
［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］を含むパケットＰＫＴ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ
２，ｙ２］／ｖ２／α２］を生成して送信する。そして、車両ＣＡ２に搭載された無線装
置２０は、位置情報ＰＳ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］を車両ＣＡ２に
搭載された支援装置１０の判定手段１および特定手段３へ出力する。
【００４７】
　また、車両ＣＡ３に搭載された無線装置２０は、同様にして、車両ＣＡ３の位置情報Ｐ
Ｓ３＝［ＤＩＦ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］を含むパケットＰＫＴ３＝［ＤＩＦ３
／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］を生成して送信する。そして、車両ＣＡ３に搭載された
無線装置２０は、位置情報ＰＳ３＝［ＤＩＦ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］を車両Ｃ
Ａ３に搭載された支援装置１０の判定手段１および特定手段３へ出力する。
【００４８】
　車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の送受信手段２２は、車両ＣＡ２に搭載された無
線装置２０からパケットＰＫＴ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］を受信し
、その受信したパケットＰＫＴ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］から位置
情報ＰＳ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］を取り出して支援装置１０の特
定手段３および警告手段４へ出力する。
【００４９】
　また、車両ＣＡ１に搭載された無線装置２０の送受信手段２２は、車両ＣＡ３に搭載さ
れた無線装置２０からパケットＰＫＴ３＝［ＤＩＦ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］を
受信し、その受信したパケットＰＫＴ３＝［ＤＩＦ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］か
ら位置情報ＰＳ３＝［ＤＩＦ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］を取り出して支援装置１
０の特定手段３および警告手段４へ出力する。
【００５０】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、無線装置２０の情報生成手段２
３から位置情報ＰＳ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１］／ｖ１／α１］を受け、車両ＣＡ１
からウィンカー信号を受ける。
【００５１】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、保持手段２から地図情
報を読み出し、その読み出した地図情報と、位置情報ＰＳ１＝［ＤＩＦ１／［ｘ１，ｙ１
］／ｖ１／α１］の位置［ｘ１，ｙ１］および進行方向α１とに基づいて、車両ＣＡ１の
進行方向に存在する最も近い交差点ＣＲＯＳＳを検出する。その後、車両ＣＡ１に搭載さ
れた支援装置１０の判定手段１は、交差点ＣＲＯＳＳの位置および車両ＣＡ１の位置［ｘ
１，ｙ１］に基づいて車両ＣＡ１が交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ１（＝
例えば、２０ｍ）以内であることを検出する。
【００５２】
　そうすると、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、ウィンカー信号に
基づいて、車両ＣＡ１が交差点ＣＲＯＳＳを右折しようとしているか否かを判定する。こ
の場合、判定手段１は、ウィンカー信号が右折ウィンカーからなる場合、車両ＣＡ１が交
差点ＣＲＯＳＳを右折しようとしていると判定する。また、判定手段１は、ウィンカー信
号が左折ウィンカーからなる場合、または車両ＣＡ１からウィンカー信号を受けない場合
、車両ＣＡ１が交差点ＣＲＯＳＳを右折しようとしていないと判定する。更に、判定手段
１は、ウィンカー信号が左折ウィンカーからなる場合、車両ＣＡ１が交差点ＣＲＯＳＳを
左折しようとしていると判定する。
【００５３】
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　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、ウィンカー信号に基づ
いて、上述した方法によって、車両ＣＡ１が右折しようとしていると判定したとき、車両
ＣＡ１が起こし得る事故の種類を「右折事故」と判定する。
【００５４】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１が右折しよう
としていないと判定した場合、地図情報に基づいて、道路Ｒ２の優先度が道路Ｒ１の優先
度以上であるか否かを更に判定する。つまり、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判
定手段１は、交差点ＣＲＯＳＳで交差する道路の中に、車両ＣＡ１が走行中の道路Ｒ１と
同等以上の優先度の道路Ｒ２が存在するか否かを更に判定する。
【００５５】
　図２に示す場合、「止まれ」のマークが道路Ｒ１に表示されているので、車両ＣＡ１に
搭載された支援装置１０の判定手段１は、道路Ｒ２の優先度が道路Ｒ１の優先度以上であ
ると判定する。
【００５６】
　その後、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、地図情報に基づいて、
交差点ＣＲＯＳＳに信号機が有るか否かを更に判定する。
【００５７】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、交差点ＣＲＯＳＳに信
号機が無いと判定すると、ウィンカー信号に基づいて、車両ＣＡ１が左折しようとしてい
るか否かを更に判定する。
【００５８】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１が左折しようとして
いないと判定したとき、車両ＣＡ１が起こし得る事故の種類を「出会い頭事故」と判定す
る。
【００５９】
　なお、この場合、支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１からウィンカー信号を受け
ていない。車両ＣＡ１が右折ウィンカーおよび左折ウィンカーの両方を出していないから
である。従って、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１から
ウィンカー信号を受けていないという情報に基づいても、車両ＣＡ１の進行方向を判定す
る。
【００６０】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１が左折しよう
としていると判定したとき、車両ＣＡ１が起こし得る事故の種類を「出会い頭事故」また
は「左折事故」と判定する。
【００６１】
　更に、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、交差点ＣＲＯＳＳで交差
する道路の中に、車両ＣＡ１が走行中の道路Ｒ１と同等以上の優先度の道路Ｒ２が存在し
ないと判定したとき、または交差点ＣＲＯＳＳに信号機が有ると判定したとき、ウィンカ
ー信号に基づいて、車両ＣＡ１が左折しようとしているか否かを更に判定する。
【００６２】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１が左折しよ
うとしていると判定したとき、車両ＣＡ１が起こし得る事故の種類を「左折事故」と判定
する。
【００６３】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡ１が左折しよう
としていないと判定したとき、車両ＣＡ１が起こし得る事故が無いと判定する。
【００６４】
　このように、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の判定手段１は、地図情報、車両Ｃ
Ａ１の位置情報ＰＳ１、車両ＣＡ１のウィンカー信号、および車両ＣＡ１のウィンカー信
号を受けていないという情報に基づいて、車両ＣＡ１が起こし得る事故の種類を判定する
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。
【００６５】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、「出会い頭事故」、「右折事故
」および「左折事故」に対応してそれぞれ「出会い頭事故時の危険車両識別方法」、「右
折事故時の危険車両識別方法」および「左折事故時の危険車両識別方法」を保持している
。
【００６６】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が起こし得
る事故として「出会い頭事故」を判定手段１から受けると、「出会い頭事故時の危険車両
識別方法」によって危険車両を特定する。
【００６７】
　より具体的には、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が
起こし得る事故として「出会い頭事故」を判定手段１から受けると、位置情報ＰＳ２＝［
ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ２］／ｖ２／α２］に基づいて、車両ＣＡ２の速度ｖ２が基準速度
Ｘｋｍ／ｈ（＝例えば、１０ｋｍ／ｈ）以上であるか否かを判定する。
【００６８】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ２の速度ｖ２
が基準速度Ｘｋｍ／ｈ以上であると判定したとき、地図情報および車両ＣＡ２の位置［ｘ
２，ｙ２］に基づいて、車両ＣＡ２が交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２（
＝例えば、９０ｍ）以内に位置するか否かを更に判定する。
【００６９】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ２が交差点ＣＲＯＳＳ
の中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２以内に位置すると判定したとき、車両ＣＡ１の進行方向α
１と、車両ＣＡ２の進行方向α２とに基づいて、進行方向α１と進行方向α２との成す角
θが３０度～１５０度の範囲であるか否かを更に判定する。
【００７０】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、進行方向α１と進行方
向α２との成す角θが３０度～１５０度の範囲であると判定したとき、車両ＣＡ１，ＣＡ
２の位置［ｘ１，ｙ１］，［ｘ２，ｙ２］に基づいて、車両ＣＡ１の位置［ｘ１，ｙ１］
を原点としたｘ－ｙ座標において、車両ＣＡ２が第１象限または第４象限に存在するか否
かを更に判定する。つまり、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両
ＣＡ２が車両ＣＡ１の右側から交差点ＣＲＯＳＳへ走行しているか否かを更に判定する。
【００７１】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ２が第１象限または第
４象限に存在すると判定したとき、車両ＣＡ２を出会い頭事故における危険車両として特
定する。そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ２が出
会い頭事故における危険車両であることを警告手段４へ出力する。
【００７２】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ２の速度ｖ２が
基準速度Ｘｋｍ／ｈよりも小さいと判定したとき、または車両ＣＡ２が交差点ＣＲＯＳＳ
の中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２以内に位置しないと判定したとき、または車両ＣＡ１の進
行方向α１と車両ＣＡ２の進行方向α２との成す角θが３０度～１５０度の範囲でないと
判定したとき、または車両ＣＡ２が第１象限または第４象限に存在しないと判定したとき
、車両ＣＡ２が「普通車両」であると判定する。
【００７３】
　また、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が起こし得る
事故として「右折事故」を判定手段１から受けると、「右折事故時の危険車両識別方法」
によって危険車両を特定する。
【００７４】
　より具体的には、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が
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起こし得る事故として「右折事故」を判定手段１から受けると、位置情報ＰＳ３＝［ＤＩ
Ｆ３／［ｘ３，ｙ３］／ｖ３／α３］に基づいて、車両ＣＡ３の速度ｖ３が基準速度Ｘｋ
ｍ／ｈ以上であるか否かを判定する。
【００７５】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ３の速度ｖ３
が基準速度Ｘｋｍ／ｈ以上であると判定したとき、地図情報および車両ＣＡ３の位置［ｘ
３，ｙ３］に基づいて、車両ＣＡ３が交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２（
＝例えば、９０ｍ）以内に位置するか否かを更に判定する。
【００７６】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ３が交差点ＣＲＯＳＳ
の中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２以内に位置すると判定したとき、車両ＣＡ１の進行方向α
１と、車両ＣＡ３の進行方向α３とに基づいて、進行方向α１と進行方向α３との成す角
θが１２０度～２４０度の範囲であるか否かを更に判定する。
【００７７】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、進行方向α１と進行方
向α３との成す角θが１２０度～２４０度の範囲であると判定したとき、車両ＣＡ１，Ｃ
Ａ３の位置［ｘ１，ｙ１］，［ｘ３，ｙ３］に基づいて、車両ＣＡ１の位置［ｘ１，ｙ１
］を原点としたｘ－ｙ座標において、車両ＣＡ３が第１象限または第２象限に存在するか
否かを更に判定する。つまり、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車
両ＣＡ３が車両ＣＡ１の前方から交差点ＣＲＯＳＳへ走行しているか否かを更に判定する
。
【００７８】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ３が第１象限または第
２象限に存在すると判定したとき、車両ＣＡ３を右折事故における危険車両として特定す
る。そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ３が危険車
両であることを警告手段４へ出力する。
【００７９】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ３の速度ｖ３が
基準速度Ｘｋｍ／ｈよりも小さいと判定したとき、または車両ＣＡ３が交差点ＣＲＯＳＳ
の中心ＣＲ＿Ｏから基準値Ｌ２以内に位置しないと判定したとき、または車両ＣＡ１の進
行方向α１と車両ＣＡ３の進行方向α３との成す角θが１２０度～２４０度の範囲でない
と判定したとき、または車両ＣＡ３が第１象限または第２象限に存在しないと判定された
とき、車両ＣＡ３が「普通車両」であると判定する。
【００８０】
　更に、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が起こし得る
事故として「左折事故」を判定手段１から受けると、「左折事故時の危険車両識別方法」
によって危険車両を特定する。この場合、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手
段３は、車両ＣＡ４の位置情報ＰＳ４＝［ＤＩＦ４／［ｘ４，ｙ４］／ｖ４／α４］を無
線装置２０の送受信手段２２から取得している。
【００８１】
　より具体的には、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が
起こし得る事故として「左折事故」を判定手段１から受けると、位置情報ＰＳ４＝［ＤＩ
Ｆ４／［ｘ４，ｙ４］／ｖ４／α４］の車両識別情報ＤＩＦ４に基づいて、車両ＣＡ４が
自動二輪車であるか否かを判定する。
【００８２】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ４が自動二輪
車であると判定したとき、車両ＣＡ１，ＣＡ４の位置［ｘ１，ｙ１］，［ｘ４，ｙ４］に
基づいて、車両ＣＡ１と車両ＣＡ４との距離が基準値Ｌ３（＝例えば、１０ｍ～２０ｍ）
以下であるか否かを更に判定する。
【００８３】
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　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１と車両ＣＡ４との距
離が基準値Ｌ３以下であると判定したとき、車両ＣＡ１の進行方向α１と、車両ＣＡ４の
進行方向α４とに基づいて、進行方向α１と進行方向α４との成す角θの絶対値｜θ｜が
３０度以下であるか否かを更に判定する。
【００８４】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、進行方向α１と進行方
向α４との成す角θの絶対値｜θ｜が３０度以下であると判定したとき、車両ＣＡ１，Ｃ
Ａ４の位置［ｘ１，ｙ１］，［ｘ４，ｙ４］に基づいて、車両ＣＡ１の位置［ｘ１，ｙ１
］を原点としたｘ－ｙ座標において、車両ＣＡ３が第３象限または第４象限に存在するか
否かを更に判定する。つまり、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車
両ＣＡ４が車両ＣＡ１の後方から交差点ＣＲＯＳＳへ走行しているか否かを更に判定する
。
【００８５】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ４が第３象限または第
４象限に存在すると判定したとき、車両ＣＡ４を左折事故における危険車両として特定す
る。そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ４が危険車
両であることを警告手段４へ出力する。
【００８６】
　一方、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ４が自動二輪車
でないと判定したとき、または車両ＣＡ１と車両ＣＡ４との距離が基準値Ｌ３よりも大き
いと判定したとき、または進行方向α１と進行方向α４との成す角θの絶対値｜θ｜が３
０度よりも大きいと判定したとき、または車両ＣＡ４が第３象限または第４象限に存在し
ないと判定されたとき、車両ＣＡ４が「普通車両」であると判定する。
【００８７】
　なお、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡ１が起こし得る
事故として「出会い頭事故」または「左折事故」を判定手段１から受けたとき、上述した
「出会い頭事故危険車両識別方法」および「左折事故危険車両識別方法」を順次実行して
危険車両を特定する。
【００８８】
　支援装置１０の警告手段４における警告方法について説明する。図３は、警告方法の第
１の具体例を示す図である。図４は、警告方法の第２の具体例を示す図である。
【００８９】
　図３を参照して、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、例えば、車両
ＣＡ３を右折事故における危険車両として特定手段３から受けると、地図情報、および車
両ＣＡ１，ＣＡ３の位置情報［ｘ１，ｙ１］，［ｘ３，ｙ３］に基づいて、車両ＣＡ１，
ＣＡ３を３次元アニメーションで表示するとともに、その３次元アニメーションの画面上
に「前方向より車両接近」および「注意」の警告文字を表示し、車両ＣＡ３が前方から車
両ＣＡ１に近づく矢印ＡＲＲ１を表示する。
【００９０】
　これによって、車両ＣＡ１の運転者は、右折事故における危険車両としての車両ＣＡ３
が前方から近づいていることを検知し、車両ＣＡ１と車両ＣＡ３との右折事故を回避でき
る。
【００９１】
　なお、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、左折事故における危険車
両、または出会い頭事故における危険車両を特定手段３から受けた場合も、上記と同様に
、危険車両を３次元アニメーション表示して車両ＣＡ１の運転者に警告する。
【００９２】
　図４を参照して、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、例えば、車両
ＣＡ２を「出会い頭事故」における危険車両として特定手段３から受けると、地図情報、
および車両ＣＡ１，ＣＡ２の位置［ｘ１，ｙ１］，［ｘ２，ｙ２］に基づいて、車両ＣＡ
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１，ＣＡ２の位置をアイコンで地図上に表示するとともに、「右方向より車両接近」の警
告文字を表示し、車両ＣＡ２が右方向から車両ＣＡ１に近づく矢印ＡＲＲ２を表示する。
【００９３】
　これによって、車両ＣＡ１の運転者は、出会い頭事故における危険車両としての車両Ｃ
Ａ２が右方向から近づいていることを検知し、車両ＣＡ１と車両ＣＡ２との出会い頭事故
を回避できる。
【００９４】
　なお、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、左折事故における危険車
両、または右折事故における危険車両を特定手段３から受けた場合も、上記と同様に、危
険車両の位置をアイコンで地図上に表示して車両ＣＡ１の運転者に警告する。
【００９５】
　更に、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、音によって危険車両を車
両ＣＡ１の運転者に警告してもよい。
【００９６】
　図５は、危険車両の危険度を示す概念図である。図５を参照して、車両ＣＡ１に搭載さ
れた支援装置１０の警告手段４は、例えば、車両ＣＡ２を出会い頭事故における危険車両
として特定手段３から受けると、車両ＣＡ２の位置情報ＰＳ２＝［ＤＩＦ２／［ｘ２，ｙ
２］／ｖ２／α２］の位置［ｘ２，ｙ２］および交差点ＣＲＯＳＳの位置に基づいて、位
置［ｘ２，ｙ２］から交差点ＣＲＯＳＳまでの距離を演算し、その演算した距離を車両Ｃ
Ａ２の速度ｖ２によって除算して車両ＣＡ２が交差点ＣＲＯＳＳを通過するまでの予測時
間Ｔ＿ＰＤＴを演算する。
【００９７】
　そして、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、その演算した予測時間
Ｔ＿ＰＤＴが領域Ｉ～ＩＩＩのいずれの領域に含まれるかを判定する。領域Ｉは、予測時
間Ｔ＿ＰＤＴが０＜Ｔ＿ＰＤＴ＜ａ（＝例えば、１秒）の範囲またはＴ＿ＰＤＴ≧ｙ（＝
例えば、７秒）の範囲からなり、領域ＩＩは、予測時間Ｔ＿ＰＤＴがａ≦Ｔ＿ＰＤＴ＜ｂ
（＝例えば、３秒）の範囲またはｘ（＝例えば、５秒）≦Ｔ＿ＰＤＴ＜ｙの範囲からなり
、領域ＩＩＩは、予測時間Ｔ＿ＰＤＴがｂ≦Ｔ＿ＰＤＴ＜ｘの範囲からなる。
【００９８】
　車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域Ｉに
含まれると判定したとき、「ピ・・ピ・・ピ・・ピ」の警告音ＷＡＲ１を発する。
【００９９】
　また、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領
域ＩＩに含まれると判定したとき、「ピ・ピ・ピ・ピ」の警告音ＷＡＲ２（＝警告音ＷＡ
Ｒ１よりも間隔が狭い警告音）を発する。
【０１００】
　更に、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領
域ＩＩＩに含まれると判定したとき、「ピピピピ」の警告音ＷＡＲ３（＝連続音）を発す
る。
【０１０１】
　なお、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、右折事故における危険車
両、または左折事故における危険車両を特定手段３から受けた場合も、上述した方法によ
って、警告音ＷＡＲ１～ＷＡＲ３のいずれかを発する。
【０１０２】
　更に、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、危険車両を特定手段３か
ら受けると、車両ＣＡ１のハンドル、または車両ＣＡ１の運転者の座席を振動させること
によって危険車両を車両ＣＡ１の運転者に警告してもよい。
【０１０３】
　この場合も、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤ
Ｔを演算し、その演算した予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域Ｉ～ＩＩＩのいずれの領域に含まれ
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るかを判定し、その含まれる領域に応じて、振動度合いを変えてもよい。より具体的には
、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域Ｉに
含まれるとき、振幅が最も小さい振動、または周波数が最も低い振動によってハンドルま
たは座席を振動させる。また、車両ＣＡ１に搭載された支援装置１０の警告手段４は、予
測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域ＩＩに含まれるとき、振幅が２番目に小さい振動、または周波数
が２番目に低い振動によってハンドルまたは座席を振動させる。更に、車両ＣＡ１に搭載
された支援装置１０の警告手段４は、予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域ＩＩＩに含まれるとき、
振幅が最も大きい振動、または周波数が最も高い振動によってハンドルまたは座席を振動
させる。
【０１０４】
　上記においては、支援装置１０の特定手段３は、１台の危険車両を特定すると説明した
が、この発明の実施の形態においては、これに限らず、支援装置１０の特定手段３は、各
事故の種類において、複数の危険車両を特定してもよい。この場合、支援装置１０の警告
手段４は、複数の危険車両のうち、最も危険度が高い車両（＝予測時間Ｔ＿ＰＤＴが領域
ＩＩＩに含まれる車両）を上述した４個の警告方向のいずれかによって車両ＣＡ１の運転
者に警告する。
【０１０５】
　図６は、図１に示す支援装置１０の動作を説明するためのフローチャートである。図６
を参照して、一連の動作が開始されると、支援装置１０は、自己が搭載された車両の起こ
し得る事故の種類を判定する（ステップＳ１）。
【０１０６】
　そして、支援装置１０は、ステップＳ１において判定した事故の種類が右折事故である
か否かを判定する（ステップＳ２）。
【０１０７】
　ステップＳ２において、事故の種類が右折事故であると判定されると、支援装置１０は
、右折事故危険車両識別方法によって危険車両を特定する（ステップＳ３）。
【０１０８】
　一方、ステップＳ２において、事故の種類が右折事故でないと判定されたとき、支援装
置１０は、ステップＳ１において判定した事故の種類が出会い頭事故または左折事故であ
るか否かを更に判定する（ステップＳ４）。
【０１０９】
　ステップＳ４において、事故の種類が出会い頭事故または左折事故であると判定された
とき、支援装置１０は、出会い頭事故危険車両識別方法および左折事故危険車両識別方法
を順次実行して危険車両を特定する（ステップＳ５）。
【０１１０】
　一方、ステップＳ４において、事故の種類が出会い頭事故または左折事故でないと判定
されたとき、支援装置１０は、ステップＳ１において判定した事故の種類が左折事故のみ
であるか否かを更に判定する（ステップＳ６）。
【０１１１】
　ステップＳ６において、事故の種類が左折事故のみであると判定されたとき、支援装置
１０は、左折事故危険車両識別方法によって危険車両を特定する（ステップＳ７）。
【０１１２】
　一方、ステップＳ６において、事故の種類が左折事故のみではないと判定されたとき、
支援装置１０は、出会い頭事故危険車両識別方法によって危険車両を特定する（ステップ
Ｓ８）。
【０１１３】
　そして、ステップＳ３、ステップＳ５、ステップＳ７およびステップＳ８のいずれかの
後、支援装置１０は、自己が搭載された車両の運転者に危険車両を警告する（ステップＳ
９）。これによって、一連の動作が終了する。
【０１１４】
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　図７は、図６に示すフローチャートのステップＳ１の詳細な動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【０１１５】
　図７を参照して、一連の動作が開始されると、車両ＣＡｉ（ｉは正の整数）に搭載され
た支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙｉ］および交差点ＣＲＯＳ
Ｓの中心ＣＲ＿Ｏの位置に基づいて、交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから車両ＣＡｉま
での距離ＬＣＡｉ－ＣＲを演算する（ステップＳ１１）。
【０１１６】
　そして、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、基準値Ｌ１を予め保持
しており、その演算した距離ＬＣＡｉ－ＣＲを基準値Ｌ１と比較し、距離ＬＣＡｉ－ＣＲ

が基準値Ｌ１以内になったことを検知する（ステップＳ１２）。
【０１１７】
　その後、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、保持手段２に保持され
た地図情報を読み出し、その読み出した地図情報を参照して、交差点ＣＲＯＳＳで交差す
る道路の中に、車両ＣＡｉが走行している道路と同等以上の優先度を有する道路があるか
否かを更に判定する（ステップＳ１３）。
【０１１８】
　ステップＳ１３において、交差点ＣＲＯＳＳで交差する道路の中に、車両ＣＡｉが走行
している道路と同等以上の優先度を有する道路があると判定されたとき、車両ＣＡｉに搭
載された支援装置１０の判定手段１は、地図情報を参照して交差点ＣＲＯＳＳに信号機が
ないか否かを更に判定する（ステップＳ１４）。
【０１１９】
　ステップＳ１４において、交差点ＣＲＯＳＳに信号機がないと判定されたとき、車両Ｃ
Ａｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、ウィンカー信号に基づいて、自車両ＣＡ
ｉが左折ウィンカーを出しているか否かを更に判定する（ステップＳ１５）。
【０１２０】
　ステップＳ１５において、自車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出していないと判定された
とき、即ち、自車両ＣＡｉが交差点ＣＲＯＳＳを直進しようとしていると判定されたとき
、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の
種類が出会い頭事故であると判定する（ステップＳ１６）。
【０１２１】
　一方、ステップＳ１５において、自車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出していると判定さ
れたとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉが起こし得
る事故の種類が出会い頭事故または左折事故であると判定する（ステップＳ１７）。
【０１２２】
　一方、ステップＳ１３において、交差点ＣＲＯＳＳで交差する道路の中に、車両ＣＡｉ
が走行している道路と同等以上の優先度を有する道路がないと判定されたとき、またはス
テップＳ１４において、交差点ＣＲＯＳＳに信号機があると判定されたとき、車両ＣＡｉ
に搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉから受けたウィンカー信号に基づ
いて、自車両ＣＡｉが右折ウィンカーを出しているか否かを更に判定する（ステップＳ１
８）。
【０１２３】
　ステップＳ１８において、自車両ＣＡｉが右折ウィンカーを出していると判定されたと
き、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉが起こし得る事故
の種類が右折事故であると判定する（ステップＳ１９）。
【０１２４】
　一方、ステップＳ１８において、自車両ＣＡｉが右折ウィンカーを出していないと判定
されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、ウィンカー信号に基
づいて自車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出しているか否かを更に判定する（ステップＳ２
０）。
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【０１２５】
　ステップＳ２０において、自車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出していると判定されたと
き、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉが起こし得る事故
の種類が左折事故であると判定する（ステップＳ２１）。
【０１２６】
　一方、ステップＳ２０において、自車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出していないと判定
されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の判定手段１は、車両ＣＡｉが起こし
得る事故が無いと判定する（ステップＳ２２）。
【０１２７】
　そして、ステップＳ１６、ステップＳ１７、ステップＳ１９、ステップＳ２１およびス
テップＳ２２のいずれかの後、一連の動作は、図６に示すステップＳ２へ移行する。
【０１２８】
　図８は、図６に示すフローチャートのステップＳ３の詳細な動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【０１２９】
　図８を参照して、図６に示すステップＳ２において、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種
類が右折事故であると判定されると、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３
は、保持手段２から読み出した地図情報と、他の車両に搭載された無線装置２０から送信
された他の車両の位置情報と、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙ
ｉ］／ｖｉ／αｉ］とに基づいて、自車両ＣＡｉの進行方向における直近の交差点ＣＲＯ
ＳＳに近づいている他の車両ＣＡｊ（ｊは正の整数）を検出する。
【０１３０】
　そして、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、交差点ＣＲＯＳＳの中
心ＣＲ＿Ｏの位置と、他の車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］とに基づいて、他の車両ＣＡ
ｊから直近の交差点ＣＲＯＳＳまでの距離ＬＣＡｊ－ＣＲを演算する（ステップＳ３１）
。
【０１３１】
　その後、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置情
報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］と、他の車両ＣＡｊの位置情報Ｐ
Ｓｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］とに基づいて、自車両ＣＡｉの進行方
向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角θを演算する（ステップＳ３２）。
【０１３２】
　引き続いて、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、位置情報ＰＳｊ＝
［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］から他の車両ＣＡｊの速度ｖｊを検出し、そ
の検出した速度ｖｊがＸｋｍ／ｈ（＝例えば、１０ｋｍ／ｈ）以上であるか否かを判定す
る（ステップＳ３３）。なお、Ｘｋｍ／ｈは、１０ｋｍ／ｈに限られるものではなく、他
の値であってもよく、設定可能な値である。
【０１３３】
　ステップＳ３３において、速度ｖｊがＸｋｍ／ｈ以上であると判定されたとき、車両Ｃ
Ａｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（＝基準値
Ｌ２）以下であるか否かを判定することによって、他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯ
ＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから９０ｍ（＝基準値Ｌ２）以内に位置するか否かを更に判定する（
ステップＳ３４）。
【０１３４】
　ステップＳ３４において、他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏか
ら９０ｍ（＝基準値Ｌ２）以内に位置すると判定されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支
援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの進行方向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向α
ｊとの成す角θが１２０度～２４０度の範囲であるか否かを更に判定する（ステップＳ３
５）。
【０１３５】
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　ステップＳ３５において、成す角θが１２０度～２４０度の範囲であると判定されたと
き、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，
ｙｉ］を中心とした座標系において、他の車両ＣＡｊが第１または第２象限に位置するか
否かを更に判定する（ステップＳ３６）。つまり、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０
の特定手段３は、他の車両ＣＡｊが自車両ＣＡｉの前方に位置するか否かを判定する。
【０１３６】
　ステップＳ３６において、他の車両ＣＡｊが第１または第２象限に位置すると判定され
たとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡｊを右折事故に
おける危険車両であると特定する（ステップＳ３７）。
【０１３７】
　一方、ステップＳ３３において速度ｖｊがＸｋｍ／ｈ以上でないと判定されたとき、ま
たはステップＳ３４において他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏか
ら９０ｍ（＝基準値Ｌ２）以内に位置しないと判定されたとき、またはステップＳ３５に
おいて自車両ＣＡｉの進行方向αｉと他の車両の進行方向αｊとの成す角θが１２０度～
２４０度の範囲でないと判定されたとき、またはステップＳ３６において他の車両ＣＡｊ
が第１または第２象限に位置しないと判定されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置
１０の特定手段３は、車両ＣＡｊを右折事故における普通車両であると判定する（ステッ
プＳ３８）。
【０１３８】
　そして、ステップＳ３７またはステップＳ３８の後、一連の動作は、図６のステップＳ
９へ移行する。
【０１３９】
　図９は、自車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が右折事故であると判定された場合の危
険車両の特定を示す概念図である。
【０１４０】
　図９を参照して、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ３
３において、他の車両ＣＡｊの速度ｖｊがＸｋｍ／ｈ以上であるか否かを判定する。
【０１４１】
　また、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ３４において
、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（＝基準値Ｌ２）以下であるか否かを判定することにより
、他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから９０ｍ（＝基準値Ｌ２）
以内に位置するか否かを判定する。
【０１４２】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ３５において
、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡｊの進行方向との成す角θが１２０度～２４０度の範
囲であるか否かを判定する。
【０１４３】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ３６において
、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第１象限または第２象限に他の車両ＣＡｊが位置す
るか否かを判定する。なお、図９においては、車両ＣＡｊが第１象限に位置する場合を示
している。
【０１４４】
　そして、ステップＳ３４において用いられる９０ｍの基準値Ｌ２は、車両が６０ｋｍ／
ｈの速度で走行した場合に交差点ＣＲＯＳＳまで到達するための到達時間が数秒になるよ
うに設定された値である。
【０１４５】
　図８に示すフローチャートにおいては、ステップＳ３３において用いられる基準速度Ｘ
ｋｍ／ｈは、各種変動し得るが、ステップＳ３４に用いられる基準値Ｌ２（＝９０ｍ）は
、固定値である。このように、図８に示すフローチャートにおいては、他の車両ＣＡｊの
速度ｖｊを判定するときの基準速度Ｘｋｍ／ｈを変動し得る値に設定し、他の車両ＣＡｊ
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と交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基準値Ｌ２（＝９０ｍ）は、固定値に
設定することを特徴としている。
【０１４６】
　また、図８に示すフローチャートにおいては、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡｊの進
行方向との成す角θを判定する基準範囲は、１２０度～２４０度の範囲であると説明した
が、この発明の実施の形態においては、これに限らず、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡ
ｊの進行方向との成す角θを判定する基準範囲は、９０度よりも大きく、かつ、２７０度
よりも小さい範囲であればよい。成す角θが９０度＜θ＜２７０度を満たせば、他の車両
ＣＡｊは、車両ＣＡｉに近づいていると判定できるからである。
【０１４７】
　なお、他の車両ＣＡｊと交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基準値Ｌ２は
、他の車両ＣＡｊの速度ｖｊを判定するときの基準速度Ｘｋｍ／ｈの値に応じて変更して
もよい。この場合、他の車両ＣＡｊと交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基
準値Ｌ２は、基準速度Ｘｋｍ／ｈが大きくなれば、大きい値に設定され、基準速度Ｘｋｍ
／ｈが小さくなれば、小さい値に設定される。
【０１４８】
　図１０は、図６に示すフローチャートのステップＳ７の詳細な動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【０１４９】
　図１０を参照して、ステップＳ６において、事故の種類が左折事故のみであると判定さ
れると、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、保持手段２から読み出し
た地図情報と、他の車両に搭載された無線装置２０から送信された他の車両の位置情報と
、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］とに基づ
いて、自車両ＣＡｉの進行方向における直近の交差点ＣＲＯＳＳに近づいている他の車両
ＣＡｊを検出する。
【０１５０】
　そして、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置［
ｘｉ，ｙｉ］と、他の車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］とに基づいて、自車両ＣＡｉと他
の車両ＣＡｊとの距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊを演算する（ステップＳ７１）。
【０１５１】
　その後、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置情
報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］と、他の車両ＣＡｊの位置情報Ｐ
Ｓｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］とに基づいて、自車両ＣＡｉの進行方
向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角θの絶対値｜θ｜を演算する（ステッ
プＳ７２）。
【０１５２】
　引き続いて、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、他の車両ＣＡｊの
位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に含まれる車両識別情報Ｄ
ＩＦｊに基づいて、他の車両ＣＡｊの車両種別が自動二輪車であるか否かを判定する（ス
テップＳ７３）。
【０１５３】
　ステップＳ７３において、他の車両ＣＡｊの車両種別が自動二輪車であると判定された
とき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉと他の車両Ｃ
Ａｊとの距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊが基準値Ｌ３以下であるか否かを更に判定する（ステップ
Ｓ７４）。
【０１５４】
　ステップＳ７４において、距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊが基準値Ｌ３以下であると判定された
とき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの進行方向α
ｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角θの絶対値｜θ｜が３０度以下であるか否
かを更に判定する（ステップＳ７５）。
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【０１５５】
　ステップＳ７５において、絶対値｜θ｜が３０度以下であると判定されたとき、車両Ｃ
Ａｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙｉ］を中
心とした座標系において、他の車両ＣＡｊが第３または第４象限に位置するか否かを更に
判定する（ステップＳ７６）。つまり、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段
３は、他の車両ＣＡｊが自車両ＣＡｉの後方に位置するか否かを判定する。
【０１５６】
　ステップＳ７６において、他の車両ＣＡｊが第３または第４象限に位置すると判定され
たとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡｊを左折事故に
おける危険車両であると特定する（ステップＳ７７）。
【０１５７】
　一方、ステップＳ７３において他の車両ＣＡｊの車両種別が自動二輪車でないと判定さ
れたとき、またはステップＳ７４において距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊが基準値Ｌ３以下でない
と判定されたとき、またはステップＳ７５において成す度θの絶対値｜θ｜が３０度以下
でないと判定されたとき、またはステップＳ７６において他の車両ＣＡｊが第３または第
４象限に位置しないと判定されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段
３は、他の車両ＣＡｊを左折事故における普通車両であると判定する（ステップＳ７８）
。
【０１５８】
　そして、ステップＳ７７またはステップＳ７８の後、一連の動作は、図６のステップＳ
９へ移行する。
【０１５９】
　なお、図８に示すフローチャートにおいて、他の車両ＣＡｊの車両種別が自動二輪車で
ある場合に、車両ＣＡｊを左折事故における危険車両であると特定するのは、左折事故の
殆どが左折時の巻き込み事故であり、他の車両ＣＡｊが四輪車である場合、巻き込み事故
が起り難いからである。
【０１６０】
　図１１は、自車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が左折事故であると判定された場合の
危険車両の特定を示す概念図である。
【０１６１】
　図１１を参照して、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ
７３において、他の車両ＣＡｊの車両種別が自動二輪車であるか否かを判定する。
【０１６２】
　また、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ７４において
、距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊが基準値Ｌ３以下であるか否かを判定する。
【０１６３】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ７５において
、自車両ＣＡｉの進行方向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角θの絶対値｜
θ｜が３０度以下であるか否かを判定する。
【０１６４】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ７６において
、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第３象限または第４象限に他の車両ＣＡｊが位置す
るか否かを判定する。図１１においては、他の車両ＣＡｊが第３象限に位置する場合を示
している。
【０１６５】
　なお、上記においては、ステップＳ７５において、自車両ＣＡｉの進行方向と他の車両
ＣＡｊの進行方向との成す角θの絶対値｜θ｜を判定するときの基準となる角度は、３０
度であると説明したが、この発明の実施の形態においては、これに限らず、絶対値｜θ｜
を判定するときの基準となる角度は、９０度よりも小さければよい。
【０１６６】
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　絶対値｜θ｜が９０度よりも小さければ、他の車両ＣＡｊが自車両ＣＡｉに近づいてい
ると判定できるからである。
【０１６７】
　図１２は、図６に示すフローチャートのステップＳ８の詳細な動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【０１６８】
　図１２を参照して、図６に示すステップＳ６において、事故の種類が左折事故のみでな
いと判定されると、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、保持手段２か
ら読み出した地図情報と、他の車両に搭載された無線装置２０から送信された他の車両の
位置情報と、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ
］とに基づいて、自車両ＣＡｉの進行方向における直近の交差点ＣＲＯＳＳに近づいてい
る他の車両ＣＡｊを検出する。
【０１６９】
　そして、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、交差点ＣＲＯＳＳの中
心ＣＲ＿Ｏの位置と、他の車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］とに基づいて、他の車両ＣＡ
ｊから直近の交差点ＣＲＯＳＳまでの距離ＬＣＡｊ－ＣＲを演算する（ステップＳ８１）
。
【０１７０】
　その後、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置情
報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］と、他の車両ＣＡｊの位置情報Ｐ
Ｓｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］とに基づいて、自車両ＣＡｉの進行方
向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角θを演算する（ステップＳ８２）。
【０１７１】
　引き続いて、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、位置情報ＰＳｊ＝
［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］から他の車両ＣＡｊの速度ｖｊを検出し、そ
の検出した速度ｖｊが基準速度Ｘｋｍ／ｈ（＝例えば、１０ｋｍ／ｈ）以上であるか否か
を判定する（ステップＳ８３）。なお、Ｘｋｍ／ｈは、１０ｋｍ／ｈに限られるものでは
なく、他の値であってもよく、設定可能な値である。
【０１７２】
　ステップＳ８３において、速度ｖｊが基準速度Ｘｋｍ／ｈ以上であると判定されたとき
、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（
＝基準値Ｌ３）以下であるか否かを判定することによって、他の車両ＣＡｊが直近の交差
点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから９０ｍ（＝基準値Ｌ３）以内に位置するか否かを更に判
定する（ステップＳ８４）。
【０１７３】
　ステップＳ８４において、他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏか
ら９０ｍ（＝基準値Ｌ３）以内に位置すると判定されたとき、車両ＣＡｉに搭載された支
援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの進行方向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向α
ｊとの成す角θが３０度～１５０度の範囲であるか否かを更に判定する（ステップＳ８５
）。
【０１７４】
　ステップＳ８５において、成す角θが３０度～１５０度の範囲であると判定されたとき
、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、自車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙ
ｉ］を中心とした座標系において、他の車両ＣＡｊが第１または第４象限に位置するか否
かを更に判定する（ステップＳ８６）。つまり、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の
特定手段３は、他の車両ＣＡｊが自車両ＣＡｉの右側に位置するか否かを判定する。
【０１７５】
　ステップＳ８６において、他の車両ＣＡｊが第１または第４象限に位置すると判定され
たとき、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡｊを出会い頭事
故における危険車両であると特定する（ステップＳ８７）。
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【０１７６】
　一方、ステップＳ８３において速度ｖｊが基準速度Ｘｋｍ／ｈ以上でないと判定された
とき、またはステップＳ８４において他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心Ｃ
Ｒ＿Ｏから９０ｍ（＝基準値Ｌ３）以内に位置しないと判定されたとき、またはステップ
Ｓ８５において自車両ＣＡｉの進行方向αｉと他の車両ＣＡｊの進行方向αｊとの成す角
θが３０度～１５０度の範囲でないと判定されたとき、またはステップＳ８６において他
の車両ＣＡｊが第１または第４象限に位置しないと判定されたとき、車両ＣＡｉに搭載さ
れた支援装置１０の特定手段３は、車両ＣＡｊを出会い頭事故における普通車両であると
判定する（ステップＳ８８）。
【０１７７】
　そして、ステップＳ８７またはステップＳ８８の後、一連の動作は、図６のステップＳ
９へ移行する。
【０１７８】
　図１３は、自車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が出会い頭事故であると判定された場
合の危険車両の特定を示す概念図である。
【０１７９】
　図１３を参照して、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ
８３において、他の車両ＣＡｊの速度ｖｊが基準速度Ｘｋｍ／ｈ以上であるか否かを判定
する。
【０１８０】
　また、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ８４において
、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（＝基準値Ｌ３）以下であるか否かを判定することにより
、他の車両ＣＡｊが直近の交差点ＣＲＯＳＳの中心ＣＲ＿Ｏから９０ｍ（＝基準値Ｌ３）
以内に位置するか否かを判定する。
【０１８１】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ８５において
、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡｊの進行方向との成す角θが３０度～１５０度の範囲
であるか否かを判定する。
【０１８２】
　更に、車両ＣＡｉに搭載された支援装置１０の特定手段３は、ステップＳ８６において
、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第１象限または第４象限に他の車両ＣＡｊが位置す
るか否かを判定する。図１３においては、他の車両ＣＡｊが第１象限に位置する場合を示
している。
【０１８３】
　そして、ステップＳ８４において用いられる９０ｍの基準値Ｌ３は、上述したように、
車両が６０ｋｍ／ｈの速度で走行した場合に交差点ＣＲＯＳＳまで到達するための到達時
間が数秒になるように設定された値である。
【０１８４】
　図１２に示すフローチャートにおいては、ステップＳ８３において用いられる基準速度
Ｘｋｍ／ｈは、各種変動し得るが、ステップＳ８４に用いられる基準値Ｌ３（＝９０ｍ）
は、固定値である。このように、図１２に示すフローチャートにおいては、他の車両ＣＡ
ｊの速度ｖｊを判定するときの基準速度Ｘｋｍ／ｈを変動し得る値に設定し、他の車両Ｃ
Ａｊと交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基準値Ｌ３（＝９０ｍ）は、固定
値に設定することを特徴としている。
【０１８５】
　また、図１２に示すフローチャートにおいては、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡｊの
進行方向との成す角θを判定する基準範囲は、３０度～１５０度の範囲であると説明した
が、この発明の実施の形態においては、これに限らず、車両ＣＡｉの進行方向と車両ＣＡ
ｊの進行方向との成す角θを判定する基準範囲は、０度よりも大きく、かつ、１８０度よ
りも小さい範囲であればよい。成す角θが０度＜θ＜１８０度を満たせば、他の車両ＣＡ
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ｊは、自車両ＣＡｉに近づいていると判定できるからである。
【０１８６】
　なお、他の車両ＣＡｊと交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基準値Ｌ３は
、他の車両ＣＡｊの速度ｖｊを判定するときの基準速度Ｘｋｍ／ｈの値に応じて変更して
もよい。この場合、他の車両ＣＡｊと交差点ＣＲＯＳＳとの距離を判定する基準となる基
準値Ｌ３は、基準速度Ｘｋｍ／ｈが大きくなれば、大きい値に設定され、基準速度Ｘｋｍ
／ｈが小さくなれば、小さい値に設定される。
【０１８７】
　また、図６に示すステップＳ５の詳細な動作は、図１０に示すフローチャートおよび図
１２に示すフローチャートに従って実行される。
【０１８８】
　上述したように、この発明の実施の形態によれば、支援装置１０は、自己が搭載された
車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類を判定し、その判定した事故の種類に応じた危険車両
を特定する。
【０１８９】
　従って、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定できる。
【０１９０】
　上述した支援装置１０の判定手段１、保持手段２、特定手段３、および警告手段４の一
部は、コンピュータによって実現される。
【０１９１】
　図１４は、コンピュータの構成図である。図１４を参照して、コンピュータ３０は、受
付手段３１と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３２と、ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３３と、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３４と、表示手段３５と、インターフェース３６と、バスＢＳとを備
える。
【０１９２】
　受付手段３１、ＲＡＭ３２、ＲＯＭ３３、ＣＰＵ３４、表示手段３５およびインターフ
ェース３６は、バスＢＳを介して相互に接続される。バスＢＳは、その一方端がインター
フェース３６に接続される。
【０１９３】
　受付手段３１は、インターフェース３６およびバスＢＳを介して車両ＣＡｉからウィン
カー信号を受け、その受けたウィンカー信号をバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０１９４】
　また、受付手段３１は、インターフェース３６およびバスＢＳを介して無線装置２０の
情報生成手段２３から車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ
／αｉ］を受け、その受けた位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ
］をバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０１９５】
　更に、受付手段３１は、インターフェース３６およびバスＢＳを介して無線装置２０の
送受信手段２２から他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖ
ｊ／αｊ］を受け、その受けた位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／α
ｊ］をバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０１９６】
　ＲＡＭ３２は、ＣＰＵ３４が各種の処理を行なうときのワークメモリとして機能する。
そして、ＲＡＭ３２は、ウィンカー信号、位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］
／ｖｉ／αｉ］、位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］、距離Ｌ

ＣＡｉ－ＣＲ、距離ＬＣＡｊ－ＣＲ、距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊ、成す度θおよび絶対値｜θ
｜を一時的に記憶する。
【０１９７】
　ＲＯＭ３３は、図６に示すステップＳ１～ステップＳ９からなるプログラムＰＲＯＧ１
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、図７に示すステップＳ１１～ステップＳ２２からなるプログラムＰＲＯＧ２、図８に示
すステップＳ３１～ステップＳ３８からなるプログラムＰＲＯＧ３、図１０に示すステッ
プＳ７１～ステップＳ７８からなるプログラムＰＲＯＧ４および図１２に示すステップＳ
８１～ステップＳ８８からなるプログラムＰＲＯＧ５を格納する。
【０１９８】
　また、ＲＯＭ３３は、地図情報、基準速度Ｘｋｍ／ｈ、基準値９０ｍ（＝基準値Ｌ２，
Ｌ３）、基準値Ｌ１、１２０度～２４０度の基準範囲、３０度以下の基準範囲、および３
０度～１５０の基準範囲を記憶する。
【０１９９】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉの安全走行の支援を行なうとき、バスＢＳを介してプログラ
ムＰＲＯＧ１をＲＯＭ３３から読み出し、その読み出したプログラムＰＲＯＧ１を実行し
て車両ＣＡｉの安全走行の支援を行なう。
【０２００】
　また、ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類を判定するとき、バスＢＳを
介してプログラムＰＲＯＧ２をＲＯＭ３３から読み出し、その読み出したプログラムＰＲ
ＯＧ２を実行して事故の種類を判定する。
【０２０１】
　更に、ＣＰＵ３４は、右折事故における危険車両を特定するとき、バスＢＳを介してプ
ログラムＰＲＯＧ３をＲＯＭ３３から読み出し、その読み出したプログラムＰＲＯＧ３を
実行して右折事故における危険車両を特定する。
【０２０２】
　更に、ＣＰＵ３４は、左折事故における危険車両を特定するとき、バスＢＳを介してプ
ログラムＰＲＯＧ４をＲＯＭ３３から読み出し、その読み出したプログラムＰＲＯＧ４を
実行して左折事故における危険車両を特定する。
【０２０３】
　更に、ＣＰＵ３４は、出会い頭事故における危険車両を特定するとき、バスＢＳを介し
てプログラムＰＲＯＧ５をＲＯＭ３３から読み出し、その読み出したプログラムＰＲＯＧ
５を実行して出会い頭事故における危険車両を特定する。
【０２０４】
　更に、ＣＰＵ３４は、右折事故における危険車両、左折事故における危険車両および出
合い頭事故における危険車両を特定し、その特定した危険車両を図３または図４に示す方
法によって車両ＣＡｉの運転者に知らせるとき、地図情報をＲＯＭ３３から読み出すとと
もに、車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙｉ］および車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］をＲＡＭ
３２から読み出し、その読み出した地図情報および位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］
と、その特定した危険車両ＣＡｊと、警告情報とをバスＢＳを介して表示手段３５へ出力
する。
【０２０５】
　更に、ＣＰＵ３４は、右折事故における危険車両、左折事故における危険車両および出
合い頭事故における危険車両を特定し、その特定した危険車両を音または振動によって車
両ＣＡｉの運転者に知らせるとき、警告音（＝警告音ＷＡＲ１～ＷＡＲ３のいずれか）を
示す信号または振動信号をバスＢＳおよびインターフェース３６を介して出力する。
【０２０６】
　表示手段３５は、地図情報、位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］、危険車両ＣＡｊ、
および警告情報をＣＰＵ３４からバスＢＳを介して受けると、その受けた危険車両および
警告情報を図３または図４に示す態様で表示する。
【０２０７】
　インターフェース３６は、コンピュータ３０（＝支援装置１０）と、車両ＣＡｉまたは
無線装置２０との間で信号等のやり取りを行なう。
【０２０８】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉの安全走行の支援が開始されると、ＲＯＭ３３からバスＢＳ
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を介してプログラムＰＲＯＧ１（＝図６に示すステップＳ１～ステップＳ９）を読み出し
、その読み出したプログラムＰＲＯＧ１を実行して車両ＣＡｉの安全走行を支援する。
【０２０９】
　そして、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１において、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類を
判定する場合、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介してプログラムＰＲＯＧ２（＝図７に示すス
テップＳ１１～ステップＳ２２）を読み出し、その読み出したプログラムＰＲＯＧ２を実
行して車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類を判定する。
【０２１０】
　この場合、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１１において、ＲＯＭ３３から地図情報を読み出
して直近の交差点ＣＲＯＳＳの位置を検出するとともに、ＲＡＭ３２から位置情報ＰＳｉ
＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］を読み出して車両ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙ
ｉ］を検出する。そして、ＣＰＵ３４は、その検出した交差点ＣＲＯＳＳの位置と、車両
ＣＡｉの位置［ｘｉ，ｙｉ］とに基づいて、自車両ＣＡｉから交差点ＣＲＯＳＳまでの距
離ＬＣＡｉ－ＣＲを演算し、その演算した距離ＬＣＡｉ－ＣＲをＲＡＭ３２に格納する。
【０２１１】
　また、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１２において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して基準
値Ｌ１を読み出し、ＲＡＭ３２からバスＢＳを介して距離ＬＣＡｉ－ＣＲを読み出し、そ
の読み出した基準値Ｌ１および距離ＬＣＡｉ－ＣＲに基づいて、距離ＬＣＡｉ－ＣＲが基
準値Ｌ１以内になったことを検知する。
【０２１２】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１３において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して地図
情報を読み出し、その読み出した地図情報に基づいて、直近の交差点ＣＲＯＳＳで交差す
る道路の中に、走行中の道路と同等以上の優先度の道路があるか否かを判定する。
【０２１３】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１４において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して地図
情報を読み出し、その読み出した地図情報に基づいて、交差点ＣＲＯＳＳに信号機が無い
か否かを判定する。
【０２１４】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１５またはステップＳ２０において、ＲＡＭ３２から
バスＢＳを介してウィンカー信号を読み出し、その読み出したウィンカー信号に基づいて
、車両ＣＡｉが左折ウィンカーを出しているか否かを判定する。
【０２１５】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ１８において、ＲＡＭ３２からバスＢＳを介してウィ
ンカー信号を読み出し、その読み出したウィンカー信号に基づいて、車両ＣＡｉが右折ウ
ィンカーを出しているか否かを判定する。
【０２１６】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が右折事故であると判定すると（図
６のステップＳ２の“ＹＥＳ”参照）、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介してプログラムＰＲ
ＯＧ３（＝図８に示すステップＳ３１～ステップＳ３８）を読み出し、その読み出したプ
ログラムＰＲＯＧ３を実行して右折事故における危険車両を特定する。
【０２１７】
　この場合、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３１において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して
地図情報を読み出すとともに、他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，
ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した地図
情報および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、直
近の交差点ＣＲＯＳＳに近づいている他の車両ＣＡｊを検出する。そして、ＣＰＵ３４は
、交差点ＣＲＯＳＳの位置と、車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］とに基づいて、交差点Ｃ
ＲＯＳＳから他の車両ＣＡｊまでの距離ＬＣＡｊ－ＣＲを演算し、その演算した距離ＬＣ

Ａｊ－ＣＲをバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２１８】
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　また、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３２において、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩ
Ｆｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その
読み出した位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］の進行方向αｉ
と、位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］の進行方向αｊとに基
づいて、自車両ＣＡｉの進行方向と他の車両ＣＡｊの進行方向との成す角θを演算し、そ
の演算した成す角θをバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２１９】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３３において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して基準
速度Ｘｋｍ／ｈを読み出すとともに、位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖ
ｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した位置情報ＰＳｊ
＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に含まれる速度ｖｊが基準速度Ｘｋｍ／ｈ
以上であるか否かを判定する。
【０２２０】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３４において、距離ＬＣＡｊ－ＣＲをＲＡＭ３２から
バスＢＳを介して読み出すとともに、９０ｍ（＝基準値Ｌ２）をＲＯＭ３３からバスＢＳ
を介して読み出し、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（＝基準値Ｌ２）以下であるか否かを判
定することにより、他の車両ＣＡｊが交差点ＣＲＯＳＳの中心から９０ｍ（＝基準値Ｌ２
）以内に位置するか否かを判定する。
【０２２１】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３５において、成す角θをＲＡＭ３２からバスＢＳを
介して読み出すとともに、１２０度～２４０度の基準範囲をＲＯＭ３３からバスＢＳを介
して読み出し、成す角θが１２０度～２４０度の基準範囲に含まれるか否かを判定する。
【０２２２】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３６において、位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ
，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／α
ｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙ
ｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第１または第２象限
に他の車両ＣＡｊが位置するか否かを判定する。
【０２２３】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ３７において、他の車両ＣＡｊが右折事故における危
険車両であると判定すると、地図情報をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して読み出すととも
に、車両ＣＡｉ，ＣＡｊの位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］をＲＡＭ３２からバスＢ
Ｓを介して読み出し、その読み出した地図情報および位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ
］と、危険車両ＣＡｊと、警告情報とをバスＢＳを介して表示手段３５へ出力する。そし
て、表示手段３６は、図３または図４に示す態様で危険車両ＣＡｊおよび警告情報を車両
ＣＡｉの運転者に知らせる。
【０２２４】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が左折事故であると判定すると（図
６のステップＳ６の“ＹＥＳ”参照）、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介してプログラムＰＲ
ＯＧ４（＝図１０に示すステップＳ７１～ステップＳ７８）を読み出し、その読み出した
プログラムＰＲＯＧ４を実行して左折事故における危険車両を特定する。
【０２２５】
　この場合、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７１において、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝
［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［
ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、
その読み出した位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置
情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、自車両ＣＡｉと他
の車両ＣＡｊとの距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊを演算し、その演算した距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊを
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バスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２２６】
　また、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７２において、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩ
Ｆｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その
読み出した位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］の進行方向αｉ
と、位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］の進行方向αｊとに基
づいて、自車両ＣＡｉの進行方向と他の車両ＣＡｊの進行方向との成す角θの絶対値｜θ
｜を演算し、その演算した絶対値｜θ｜をバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２２７】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７３において、他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［
ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、
その読み出した位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に含まれる
車両識別情報ＤＩＦｊに基づいて、他の車両ＣＡｊの種別が自動二輪車であるか否かを判
定する。
【０２２８】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７４において、距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊをＲＡＭ３２か
らバスＢＳを介して読み出すとともに、基準値Ｌ３をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して読
み出し、距離ＬＣＡｉ－ＣＡｊが基準値Ｌ３以下であるか否かを判定する。
【０２２９】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７５において、絶対値｜θ｜をＲＡＭ３２からバスＢ
Ｓを介して読み出すとともに、３０度以下の基準範囲をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して
読み出し、絶対値｜θ｜が３０度以下の基準範囲に含まれるか否かを判定する。
【０２３０】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７６において、位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ
，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／α
ｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙ
ｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第３または第４象限
に他の車両ＣＡｊが位置するか否かを判定する。
【０２３１】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ７７において、他の車両ＣＡｊが左折事故における危
険車両であると判定すると、地図情報をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して読み出すととも
に、車両ＣＡｉ，ＣＡｊの位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］をＲＡＭ３２からバスＢ
Ｓを介して読み出し、その読み出した地図情報および位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ
］と、危険車両ＣＡｊと、警告情報とをバスＢＳを介して表示手段３５へ出力する。そし
て、表示手段３６は、図３または図４に示す態様で危険車両ＣＡｊおよび警告情報を車両
ＣＡｉの運転者に知らせる。
【０２３２】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が出会い頭事故であると判定すると
（図６のステップＳ６の“ＮＯ”参照）、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介してプログラムＰ
ＲＯＧ５（＝図１２に示すステップＳ８１～ステップＳ８８）を読み出し、その読み出し
たプログラムＰＲＯＧ５を実行して出会い頭事故における危険車両を特定する。
【０２３３】
　この場合、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８１において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して
地図情報を読み出すとともに、他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，
ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した地図
情報および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、直
近の交差点ＣＲＯＳＳに近づいている他の車両ＣＡｊを検出する。そして、ＣＰＵ３４は
、交差点ＣＲＯＳＳの位置と、車両ＣＡｊの位置［ｘｊ，ｙｊ］とに基づいて、他の車両
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ＣＡｊから交差点ＣＲＯＳＳまでの距離ＬＣＡｊ－ＣＲを演算し、その演算した距離ＬＣ

Ａｊ－ＣＲをバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２３４】
　また、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８２において、自車両ＣＡｉの位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩ
Ｆｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その
読み出した位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］の進行方向αｉ
と、位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］の進行方向αｊとに基
づいて、自車両ＣＡｉの進行方向と他の車両ＣＡｊの進行方向との成す角θを演算し、そ
の演算した成す角θをバスＢＳを介してＲＡＭ３２に格納する。
【０２３５】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８３において、ＲＯＭ３３からバスＢＳを介して基準
速度Ｘｋｍ／ｈを読み出すとともに、他の車両ＣＡｊの位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［
ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出し
た位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／αｊ］に含まれる速度ｖｊが基
準速度Ｘｋｍ／ｈ以上であるか否かを判定する。
【０２３６】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８４において、距離ＬＣＡｊ－ＣＲをＲＡＭ３２から
バスＢＳを介して読み出すとともに、９０ｍ（＝基準値Ｌ３）をＲＯＭ３３からバスＢＳ
を介して読み出し、距離ＬＣＡｊ－ＣＲが９０ｍ（＝基準値Ｌ３）以下であるか否かを判
定することにより、他の車両ＣＡｊが交差点ＣＲＯＳＳの中心から９０ｍ（＝基準値Ｌ３
）以内に位置するか否かを判定する。
【０２３７】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８５において、成す角θをＲＡＭ３２からバスＢＳを
介して読み出すとともに、３０度～１５０度の基準範囲をＲＯＭ３３からバスＢＳを介し
て読み出し、成す角θが３０度～１５０度の基準範囲に含まれるか否かを判定する。
【０２３８】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８６において、位置情報ＰＳｉ＝［ＤＩＦｉ／［ｘｉ
，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙｊ］／ｖｊ／α
ｊ］をＲＡＭ３２からバスＢＳを介して読み出し、その読み出した位置情報ＰＳｉ＝［Ｄ
ＩＦｉ／［ｘｉ，ｙｉ］／ｖｉ／αｉ］および位置情報ＰＳｊ＝［ＤＩＦｊ／［ｘｊ，ｙ
ｊ］／ｖｊ／αｊ］に基づいて、自車両ＣＡｉを中心とした座標系の第１または第４象限
に他の車両ＣＡｊが位置するか否かを判定する。
【０２３９】
　更に、ＣＰＵ３４は、ステップＳ８７において、他の車両ＣＡｊが右折事故における危
険車両であると判定すると、地図情報をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して読み出すととも
に、車両ＣＡｉ，ＣＡｊの位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］をＲＡＭ３２からバスＢ
Ｓを介して読み出し、その読み出した地図情報および位置［ｘｉ，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ
］と、危険車両ＣＡｊと、警告情報とをバスＢＳを介して表示手段３５へ出力する。そし
て、表示手段３６は、図３または図４に示す態様で危険車両ＣＡｊおよび警告情報を車両
ＣＡｉの運転者に知らせる。
【０２４０】
　ＣＰＵ３４は、車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類が左折事故または出会い頭事故であ
ると判定すると（図６のステップＳ４の“ＹＥＳ”参照）、プログラムＰＲＯＧ４（＝図
１０に示すステップＳ７１～ステップＳ７８）およびプログラムＰＲＯＧ５（＝図１２に
示すステップＳ８１～ステップＳ８８）をＲＯＭ３３からバスＢＳを介して順次読み出し
、その読み出したプログラムＰＲＯＧ４およびプログラムＰＲＯＧ５を順次実行して左折
事故または出会い頭事故における危険車両を特定する。
【０２４１】
　なお、この発明の実施の形態においては、プログラムＰＲＯＧ２（＝図７に示すステッ
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プＳ１１～ステップＳ２２）を実行して車両ＣＡｉが起こし得る事故の種類を判定するＣ
ＰＵ３４は、「判定手段」を構成する。
【０２４２】
　また、この発明の実施の形態においては、プログラムＰＲＯＧ３（＝図８に示すステッ
プＳ３１～ステップＳ３８）、プログラムＰＲＯＧ４（＝図１０に示すステップＳ７１～
ステップＳ７８）、およびプログラムＰＲＯＧ５（＝図１２に示すステップ８１～ステッ
プＳ８８）の少なくとも１つのプログラムを実行して各事故における危険車両を特定する
ＣＰＵ３４は、「特定手段」を構成する。
【０２４３】
　更に、この発明の実施の形態においては、地図情報、車両ＣＡｉ，ＣＡｊの位置［ｘｉ
，ｙｉ］，［ｘｊ，ｙｊ］、危険車両および警告情報を表示手段３５へ出力するＣＰＵ３
４、および危険車両および警告情報を図３または図４に示す態様で表示する表示手段３５
は、「警告手段」を構成する。
【０２４４】
　更に、この発明の実施の形態においては、右折事故における危険車両、左折事故におけ
る危険車両および出合い頭事故における危険車両を特定し、その特定した危険車両を音ま
たは振動によって車両ＣＡｉの運転者に知らせるとき、警告音（警告音ＷＡＲ１～ＷＡＲ
３のいずれか）を示す信号または振動信号をバスＢＳおよびインターフェース３６を介し
て出力するＣＰＵ３４は、「警告手段」を構成する。
【０２４５】
　更に、この発明の実施の形態においては、プログラムＰＲＯＧ１（＝図６に示すステッ
プＳ１～ステップＳ９）、プログラムＰＲＯＧ２（＝図７に示すステップＳ１１～ステッ
プＳ２２）、プログラムＰＲＯＧ３（＝図８に示すステップＳ３１～ステップＳ３８）、
プログラムＰＲＯＧ４（＝図１０に示すステップＳ７１～ステップＳ７８）およびプログ
ラムＰＲＯＧ５（＝図１２に示すステップＳ８１～ステップＳ８８）を記憶するＲＯＭ３
３は、安全走行の支援をコンピュータ（＝ＣＰＵ３４）に実行させるためのプログラム（
＝ＰＲＯＧ１～ＰＲＯＧ５）を記録したコンピュータ（＝ＣＰＵ３４）読み取り可能な「
記録媒体」を構成する。
【０２４６】
　更に、この発明の実施の形態においては、ウィンカー信号は、車両ＣＡｉが右折または
左折することを示し、支援装置１０がウィンカー信号を受けないことは、車両ＣＡｉが直
進することを示すので、ウィンカー信号、およびウィンカー信号を受けないという情報は
、「進行方向情報」を構成する。
【０２４７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２４８】
　この発明は、車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両を特定することができる支
援装置に適用される。また、この発明は、車両が起こし得る事故の種類に応じて危険車両
を特定することができる支援装置における安全走行の支援をコンピュータに実行させるた
めのプログラムに適用される。更に、この発明は、車両が起こし得る事故の種類に応じて
危険車両を特定することができる支援装置における安全走行の支援をコンピュータに実行
させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体に適用される。
【符号の説明】
【０２４９】
　１　判定手段、２　保持手段、３　特定手段、４　警告手段、１０　支援装置、２０　
無線装置、２１　アンテナ、２２　送受信手段、２３　情報生成手段、２４　ＧＰＳ受信



(33) JP 5428036 B2 2014.2.26

機、３０　コンピュータ、３１　受付手段、３２　ＲＡＭ、３３　ＲＯＭ、３４　ＣＰＵ
、３５　表示手段、３６　インターフェース、ＢＳ　バス。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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